
昭
和
二
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

従
前
の
国
家
公
安
委
員
会
の
し
た
定
の
効
力
の
経
過
措
置
に
関
す
る
規
則

従
前
の
国
家
公
安
委
員
会
の
し
た
定
の
効
力
の
経
過
措
置
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

１
　
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
従
前
の
国
家
公
安
委
員
会
の
し
た
定
は
、
同
法
に
基
き
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
国
家
公
安
委
員
会
が
別
に
定
を
す
る
ま
で
の
間
、
法
令
に
違
反
し
な
い
限
度
に
お
い
て
、
同
法
に
基
き
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
た
も
の
と
し
て
、
な
お
引
き
続
き
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
基
き
、
な
お
引
き
続
き
効
力
を
有
す
る
従
前
の
国
家
公
安
委
員
会
の
し
た
定
の
う
ち
、
国
家
地
方
警
察
本
部
に
関
す
る
も
の
は
警
察
庁
に
、
都
道
府
県
国
家
地
方
警
察
に
関
す
る
も
の
は
都
道
府
県
市
警
察
に
関
す

る
定
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
読
み
替
え
そ
の
他
の
経
過
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
警
察
庁
長
官
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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